
 
 

 

政
治
資
金
規
正
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
案
に
対
す
る
附
帯
決
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参
議
院
政
治
改
革
に
関
す
る
特
別
委
員
会 

 
 

本
法
の
趣
旨
を
踏
ま
え
、
次
の
事
項
に
つ
い
て
、
そ
れ
ぞ
れ
所
要
の
措
置
を
講
ず
る
も
の
と
す
る
。 

 

一
、
政
治
活
動
の
公
明
と
公
正
を
確
保
し
、
民
主
政
治
の
健
全
な
発
展
に
寄
与
す
る
観
点
か
ら
、
政
治
改
革
全
般
に
わ
た
る
課

題
に
つ
い
て
不
断
の
検
討
を
続
け
る
こ
と
。 

 

二
、
政
治
資
金
に
関
す
る
独
立
性
の
確
保
さ
れ
た
第
三
者
機
関
の
設
置
を
始
め
と
す
る
本
法
に
お
け
る
検
討
事
項
に
つ
い
て
は
、

本
法
が
実
効
あ
る
も
の
と
な
る
よ
う
広
範
か
つ
詳
細
に
わ
た
る
検
討
を
行
う
と
と
も
に
、
円
滑
な
施
行
が
で
き
る
よ
う
速
や

か
に
結
論
を
得
る
こ
と
。 

 

三
、
政
策
活
動
費
の
公
開
に
関
す
る
制
度
に
つ
い
て
は
、
十
年
後
の
領
収
書
等
の
公
開
だ
け
で
な
く
、
毎
年
の
収
支
報
告
書
に

対
す
る
第
三
者
機
関
の
監
査
が
確
実
に
行
わ
れ
る
よ
う
、
そ
の
透
明
化
の
実
現
を
図
る
こ
と
。 

 

四
、
政
党
に
所
属
す
る
国
会
議
員
が
政
治
資
金
等
に
関
す
る
犯
罪
に
関
し
起
訴
さ
れ
た
場
合
に
お
け
る
政
党
交
付
金
の
交
付
の

停
止
等
に
関
す
る
制
度
及
び
自
ら
が
代
表
を
務
め
る
政
党
選
挙
区
支
部
に
対
す
る
寄
附
へ
の
税
制
優
遇
措
置
の
適
用
除
外
に

関
す
る
検
討
に
つ
い
て
は
、
早
期
に
結
論
を
得
て
、
そ
の
改
正
を
図
る
こ
と
。 

 

五
、
政
治
資
金
パ
ー
テ
ィ
ー
を
開
催
す
る
者
が
同
一
の
者
か
ら
受
け
る
こ
と
が
で
き
る
当
該
政
治
資
金
パ
ー
テ
ィ
ー
の
対
価
の

支
払
の
上
限
額
の
在
り
方
及
び
政
党
そ
の
他
の
政
治
団
体
に
係
る
政
治
資
金
パ
ー
テ
ィ
ー
以
外
の
事
業
に
よ
る
収
入
の
在
り

方
に
つ
い
て
、
検
討
を
行
う
こ
と
。 
 



六
、
政
治
団
体
の
代
表
者
が
親
族
間
で
異
動
す
る
こ
と
に
よ
る
政
治
資
金
の
移
動
の
制
限
の
在
り
方
に
つ
い
て
、
公
職
を
担
う

多
様
な
人
材
を
確
保
す
る
観
点
か
ら
、
検
討
を
行
う
こ
と
。 

 
七
、
政
治
資
金
の
適
正
化
・
透
明
化
を
図
る
た
め
、
適
時
に
、
正
確
な
会
計
帳
簿
の
作
成
や
、
複
式
簿
記
の
導
入
な
ど
を
含
め
、

会
計
の
在
り
方
に
つ
い
て
検
討
を
行
う
こ
と
。 

 

八
、
国
会
議
員
関
係
政
治
団
体
に
係
る
収
支
報
告
書
等
の
オ
ン
ラ
イ
ン
提
出
の
義
務
化
に
当
た
っ
て
は
、
誰
も
が
閲
覧
で
き
る

よ
う
な
デ
ー
タ
ベ
ー
ス
化
を
含
め
、
検
索
可
能
性
を
高
め
る
情
報
提
供
の
在
り
方
に
つ
い
て
検
討
を
行
う
こ
と
。
な
お
、
対

象
と
な
る
各
政
治
団
体
に
お
い
て
、
オ
ン
ラ
イ
ン
提
出
が
円
滑
に
行
わ
れ
る
よ
う
、
政
府
に
お
い
て
は
、
関
係
者
に
対
す
る

オ
ン
ラ
イ
ン
シ
ス
テ
ム
に
関
す
る
研
修
の
実
施
や
サ
ポ
ー
ト
体
制
の
充
実
に
努
め
る
こ
と
。 

 

九
、
政
党
が
議
会
制
民
主
政
治
に
お
い
て
極
め
て
重
要
な
存
在
で
あ
る
こ
と
を
踏
ま
え
、
政
党
の
望
ま
し
い
ガ
バ
ナ
ン
ス
の
在

り
方
に
つ
い
て
、
政
党
の
自
主
性
及
び
自
律
性
の
確
保
に
配
慮
し
つ
つ
、
法
整
備
の
要
否
も
含
め
て
、
中
長
期
的
に
検
討
を

行
う
こ
と
。 

 

右
決
議
す
る
。 


